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附帯意見等に基づく

次期診療報酬改定に向けた
今後の検討課題に関する提案

（注）現時点での主な提案事項であり、今後の議論の過程で、提案の具体化や
追加提案等を随時行う予定。
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１． 「再診料や外来管理加算、入院基本料等の基本診療料に
ついては、その在り方について検討を行う」

• 「技術」と「モノ」の評価の分離※

• 基本診療料に含まれるとされる建物・設備等のキャピタル・コストや人
件費等のオペレーティング・コストや技術料の積算根拠の明確化、原
価計算による根拠に基づく点数設定※

• 加算ではなく基本診療料及び特掲診療料本体の引き上げによる対
応※

• 病院における複数科同日受診の再診料の算定

具体的に検討すべき主な項目

• 技術評価の調査（→医療技術評価分科会）※

• 基本診療料及び技術料に係る中間消耗材料費等を含むコスト分析
調査（→医療機関のコスト調査分科会）※

• 消費税に関わる損税の実態調査※

• 病院における複数科同日受診の実態調査
• 再診料の意味合いに関する調査※

今後実施すべき調査内容（検証部会実施分を除く）

2
※医科歯科共通項目



４． 「いわゆるドクターフィーの導入の是非も含め、（厳しい勤務
実態にある病院勤務医の負担軽減及び処遇改善に係る）更な
る取組の必要性について、検討を行う」

• 「技術」と「モノ」の評価の分離（再掲）
• 「ドクターフィー」導入の是非
• 手術料における外保連試案の適切な活用（共通部分の歯科におけ
る活用を含む）

• 内科系の技術評価の在り方（→内保連の検討）
• 歯科の技術評価の在り方（→歯科医学会の活用）
• 診療所医師による病院診療に対する評価の充実
• 診療報酬以外での政策的対応（保険局、医政局、労働基準局等に
よる統一的な取り組みが必要）

具体的に検討すべき主な項目

• 手術料の評価の引き上げによる労働環境の改善度調査（→検証部
会）

• 診療所医師による病院診療の実施状況の調査
• 歯科病院および病院における歯科の役割と採算性の調査

今後実施すべき調査内容（検証部会実施分を除く）
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１０．「DPCの調整係数の廃止・新たな機能評価係数の導入につ
いては、その影響を十分に評価するとともに、これを踏まえなが
ら、今後、最終的に設定する調整係数廃止後の評価方法等に
ついて引き続き検討を行うこと。また、併せて高額薬剤の取り扱
い等についても検討を行う」

• 新機能評価係数の決定プロセスの可視化
• 調整係数廃止後の評価方法の在り方
• DPCにおける高額薬剤（抗がん剤等）の適切な取り扱
いの検討

具体的に検討すべき主な項目

• 調整係数の廃止・新機能評価係数の導入の影響の
調査（→DPC評価分科会）

• クリニカルリサーチにおけるDPCの弊害の調査

今後実施すべき調査内容
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１２．「地域特性を踏まえた診療報酬の在り方について、検討を
行う」

• 医療資源（医師数・看護職員数等）の過少な地域に
おける算定要件緩和

• 都道府県に対する裁量権付与の是非の検討

具体的に検討すべき主な項目

• 地域ごとの医療提供、医療需要の調査（需要と供給
の実態に基づいた地域特性の把握）

今後実施すべき調査内容
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６．「看護職員の厳しい勤務実態等を十分把握した上で、看護
職員の配置や夜勤時間に関する要件の在り方を含め、看護職
員の負担軽減及び処遇改善に係る措置等について、検討を行
う」

• 入院基本料における夜勤72時間要件の抜本的な見
直し

• 看護師の多様な雇用形態および労働形態の検討
• 潜在看護師の復職支援策

具体的に検討すべき主な項目

• 看護職員の勤務実態調査
• 現場の看護職員からのヒアリング

今後実施すべき調査内容

6



７． 「薬剤師の病棟配置の評価を含め、チーム医療に関する評
価について、検討を行う」

• 薬剤師の病棟配置の評価の在り方
• 多職種チーム（歯科を含む）での取り組みに対する評
価の充実

具体的に検討すべき主な項目

• 全病院における薬剤師の病棟配置の実態（病棟配置
数、総数、患者や医療従事者へのベネフィット等）の
調査（日本病院薬剤師会で実施）

• 脳卒中および頭頸部疾患等における歯科医療の関
わりの実態調査

今後実施すべき調査内容
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８．「訪問看護については、診療報酬と介護報酬の同時改定に
向けて、訪問看護ステーションの安定的な経営や、患者の病状
に合わせた訪問に対する評価の在り方について、検討を行う」

• 訪問看護ステーションの意義の見直しと充実のための
方策

• 訪問看護の適切な提供のための医療保険と介護保
険の間の整理（医療保険への一本化も含めた検討）

• 慢性的ケアを要する患者への訪問回数の制限撤廃

具体的に検討すべき主な項目

• 二次医療圏ごとの訪問看護ステーションの設置・運営
状況（規模別、24時間体制の当否、医療保険と介護
保険の利用状況、対象患者の状況、経営実態等）の
調査

今後実施すべき調査内容
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１１．「診療報酬と介護報酬の同時改定に向け、必要な医療・介
護サービスが切れ目無く円滑に提供されるよう、検討を行う」

• 医療保険と介護保険の給付対象の整理※

• 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、居住系サービス
における医療提供の整合性※

• 退院調整におけるリハ継続の確保などの連携強化※

• IT化や日本版RHIO（Regional Health Information 
Organization）などの取り組みを通じたシームレスな地域連携
の促進※

• 施設等における口腔管理の充実と評価

具体的に検討すべき主な項目

• 医療保険、介護保険のサービス提供の実態、患者・利用者
負担の整合性等の調査※

• 地域連携の実態調査※

今後実施すべき調査内容
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２． 「慢性期入院医療の在り方を総合的に検討するため、一般

病棟や療養病棟、障害者病棟を含めた横断的な実態調査を行
い、その結果を今後の診療報酬改定に反映させる」

• 各病期別機能分化の推進において、慢性期入院医
療の在り方・機能を明確化

• 認知症患者の状態像に応じた評価の在り方

具体的に検討すべき主な項目

• 一般病棟や療養病棟、障害者病棟、介護施設を含め
た横断的な実態調査（→慢性期入院評価分科会）

• 療養病棟や精神病棟における認知症患者の入院状
況、介護施設や在宅を含む認知症患者の分布状況
等の実態調査（→慢性期入院評価分科会）

今後実施すべき調査内容
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１５．「明細書発行の実施状況等を検証するとともに、その結果
も踏まえながら、患者への情報提供の在り方について検討を行
う」

• 明細書発行の目的と意義の再確認
• 明細書の書式の改善、効率的な提供方法の検討
• 明細書の項目の文言変更等（例えば、「悪性腫瘍」→
「腫瘍」への変更など）の可否

具体的に検討すべき主な項目

• 明細書発行に対する患者ニーズ調査

今後実施すべき調査内容（検証部会実施分除く）
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１３．「診療報酬体系の簡素・合理化について引き続き取り組む
とともに、個々の診療報酬項目の名称について国民に分かりや
すいものになるよう検討を行う」

• 加算ではなく基本診療料の引き上げによる対応（再
掲）

• 名称の平易化の目的と適正な範囲の検討

具体的に検討すべき主な項目

• 名称の分かりやすさに関する患者意識調査

今後実施すべき調査内容

12



５．「救急医療機関の勤務医の負担を軽減する観点から、保険
者や地方公共団体等をはじめとする各関係者は、医療機関の適
正受診に関する啓発を行うこと。また、その効果が現れない場合
には、更なる取組について検討を行う」

• 医療機関の適正受診の促進方策

具体的に検討すべき主な項目

• 救急病院等における軽症患者の受診の実態、保険
者や地方公共団体等による適正受診の啓発活動の
実施状況等の調査

今後実施すべき調査内容
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その他、具体的に検討すべき主な事項

• 医療行為に見合った診療報酬の評価
• 診療報酬で評価する部分と補助金でカバーする部分の整理
• 各種加算の設定根拠の明確化（人件費等のコスト計算）
• 終末期医療についての国民的議論

診療報酬体系の全体的なあり方に関する事項

• 4疾病5事業への評価の充実（がん登録に対する診療報酬上の評価等）
• 総合入院体制加算の要件緩和
• 主訴に適切に対応する歯科医学管理のあり方の検討
• 在宅歯科診療の適切な評価
• 後発医薬品の薬価の逆転現象への対応（→薬価専門部会）

診療報酬の個別の点数設定等に関する事項

• 医療経済実態調査等の見直しと充実
• パブコメ、公聴会のあり方と時期、場所の検討
• 答申と施行の時期の見直し（現場での対応に必要な時間の確保）

審議の進め方に関する事項
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